
一
八
〇
四
年
の
「
植
民
地
憲
章
」
に
つ
い
て

86　（594）

ー
オ
ラ
ン
ダ
東
イ
ン
ド
会
社
崩
壊
，
後
の
植
民
政
策
i

田

淵

保

雄

鋸
馴
論
難
部
謙
譲
轡
羅
冨
鶏
鷺
議
繕
飛
騨
無
い
鑓
舗
欝
製
慧
巴

土
侯
は
会
社
に
対
し
て
強
制
出
荷
義
務
と
賦
役
義
務
を
負
っ
た
。
会
社
は
こ
の
制
度
の
上
に
立
っ
て
商
業
を
経
営
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、

土
侯
を
廃
し
て
ジ
ャ
ワ
農
民
に
土
地
所
有
権
を
与
え
て
こ
れ
か
ら
地
代
を
徴
集
し
よ
う
と
す
る
「
直
接
支
配
」
の
方
向
が
D
・
フ
ァ
ン
・
ホ
ー
ヘ
ン
ド
ル

プ
に
よ
っ
て
提
掲
さ
れ
た
。
こ
れ
は
小
農
的
資
本
主
義
へ
の
方
向
で
あ
る
。
彼
は
現
地
農
民
と
オ
ラ
ン
ダ
国
家
権
力
と
を
地
代
徳
通
じ
て
直
結
さ
せ
よ
う

と
し
た
の
で
あ
る
。
両
者
は
一
八
〇
四
年
の
新
「
植
民
地
憲
章
」
作
成
の
過
程
に
お
い
て
相
対
立
も
た
が
、
結
局
、
同
憲
章
で
は
「
間
接
支
配
」
の
方

向
を
と
る
こ
と
が
決
定
さ
れ
た
。
植
民
地
に
与
え
る
べ
き
商
品
を
も
た
な
い
オ
ラ
ン
ダ
の
国
力
で
は
土
侯
を
廃
し
て
小
農
的
生
産
体
制
を
と
る
こ
と
は
許

さ
れ
な
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
イ
ギ
リ
ス
の
ベ
ン
ガ
ル
に
お
け
る
地
代
方
式
は
ジ
ャ
ワ
に
政
治
的
混
乱
を
ひ
き
お
こ
す
も
の
と
し
て
拒
否
さ
れ
た
。
し
か
し

「
昼
食
支
配
」
方
式
は
そ
の
後
の
オ
ラ
ン
ダ
の
植
民
地
経
営
に
お
け
る
有
力
な
意
見
と
な
る
。
　
　
　
　
　
　
史
林
五
四
巻
四
号
　
一
九
七
一
年
七
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
5

記
録
で
あ
る
。

一
七
九
五
年
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
軍
が
オ
ラ
ン
ダ
に
進
駐
し
て
「
バ
タ
ビ
ヤ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

一
八
〇
四
年
九
月
二
七
日
に
制
定
さ
れ
た
こ
の
憲
章
は
一
七
九
九
年
に
東

イ
ン
ド
会
社
が
消
減
し
た
後
に
お
い
て
、
菓
イ
ン
ド
統
治
に
関
し
て
い
か
な

る
方
法
を
と
る
べ
き
か
壱
示
し
た
、
も
っ
と
も
重
要
な
植
民
政
策
の
国
家
的

共
和
国
」
が
出
現
し
、
ユ
ト
レ
ヒ
ト
同
盟
の
上
に
立
っ
た
二
七
州
連
邦
国
象

は
こ
こ
に
崩
捜
し
て
近
代
統
一
圏
家
へ
の
基
礎
が
つ
く
ら
れ
た
。
同
共
和
国

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

の
閣
僚
会
議
q
＃
〈
○
①
掃
昌
α
b
づ
。
妻
貯
Ω
は
一
七
九
八
年
の
「
国
家
法
令
」



一一ｪ〇四年の「植民地憲章」について（田淵）

ω
貯
暮
ω
冨
α
Q
o
＝
旨
α
Q
第
二
三
二
条
に
お
い
て
、
従
来
の
会
社
の
首
脳
部
で
あ
っ

た
「
十
七
人
委
員
会
」
譲
。
Φ
器
嵩
×
＜
員
を
廃
し
で
新
た
に
「
ア
ジ
ア
領
土

　
　
③

評
議
会
」
閑
ρ
琶
畠
。
同
》
。
・
β
醸
。
。
o
｝
お
切
㊦
N
陣
ヰ
ぎ
σ
q
①
コ
を
設
置
す
る
こ
と
を
決

定
し
た
。
実
質
的
に
は
こ
の
時
点
に
お
い
て
オ
ラ
ン
ダ
東
イ
ン
ド
会
社
は
崩

壊
し
た
と
考
え
て
も
よ
い
。
一
八
○
二
年
十
一
月
、
同
評
議
会
は
「
東
イ
ン

ド
問
題
委
員
会
」
O
o
白
欝
冨
ω
δ
峠
9
0
0
0
0
ω
掌
H
コ
象
ω
o
げ
①
N
巴
お
昌
の
委
員

を
任
命
し
て
東
イ
ン
ド
統
治
に
関
す
る
諸
問
題
を
審
議
さ
せ
植
民
地
に
関
す

る
新
「
憲
章
」
を
作
成
せ
し
め
て
こ
れ
を
閣
僚
に
提
出
す
る
責
任
を
負
っ
た
。

パ
タ
ビ
ヤ
共
和
国
閣
議
第
四
一
号
は
嗣
評
議
会
に
対
し
て
次
の
よ
う
に
指
示

し
て
い
る
。

　
「
短
期
間
に
菓
イ
ン
ド
領
土
に
お
け
る
商
業
が
適
正
に
運
営
さ
れ
る
た
め

の
基
礎
と
方
策
に
関
し
て
審
議
し
、
同
時
に
東
イ
ン
ド
領
土
に
お
い
て
共
和

国
の
貿
易
が
最
も
利
益
が
あ
り
国
家
財
政
に
最
良
の
利
益
を
も
た
ら
す
べ
き

福
祉
状
態
を
作
り
出
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
領
土
を
い
か
に
支
配
す
る
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

と
い
う
こ
と
に
関
し
て
審
議
す
る
こ
と
」

　
当
時
、
東
イ
ン
ド
領
土
の
経
営
に
関
し
て
二
つ
の
相
対
立
す
る
考
え
が
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

つ
た
。
　
一
つ
は
D
・
フ
ァ
ン
・
ホ
ー
ヘ
ン
ド
ル
プ
の
提
囑
す
る
「
直
接
支
配

方
式
」
で
あ
る
。

　
東
イ
ン
ド
会
社
は
、
本
国
に
お
い
て
は
商
業
団
体
で
あ
る
が
、
東
イ
ン
ド
、

特
に
ジ
ャ
ワ
島
に
お
い
て
は
現
地
の
土
侯
を
し
た
が
え
る
上
級
封
建
領
主

○
℃
℃
導
く
。
昌
峠
で
あ
っ
た
。
会
社
は
前
後
三
二
に
わ
た
る
「
ジ
ャ
ワ
継
承
戦

争
」
と
い
う
土
侯
内
部
の
紛
争
に
介
入
し
て
、
一
七
七
二
年
前
後
に
豊
饒
な

北
部
沿
岸
地
方
の
大
部
分
と
マ
ズ
ー
ラ
島
を
会
社
領
と
し
て
獲
得
し
た
。
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

お
独
立
を
保
っ
て
い
た
マ
タ
ラ
ム
王
国
に
対
し
て
も
そ
の
王
位
継
承
に
干
渉

す
る
権
利
を
有
す
る
に
到
っ
た
。
土
侯
達
男
。
鴨
艮
は
征
服
さ
れ
た
結
果
と

し
て
会
社
に
対
し
て
、
香
料
、
コ
ー
ヒ
ー
、
胡
椒
、
藍
な
ど
に
関
す
る
強
制

出
荷
O
①
α
奢
o
P
σ
q
Φ
器
ピ
①
＜
巽
。
ロ
紳
冨
ω
の
義
務
、
賦
役
提
供
踏
醇
9
島
①
コ
ω
な
⇒

の
義
務
、
兵
員
提
供
鵠
償
ξ
汀
。
①
℃
の
義
務
を
負
っ
た
。
す
な
わ
ち
会
社
は

土
侯
を
媒
介
と
し
た
「
間
接
支
配
」
の
上
に
立
っ
て
商
業
を
運
営
し
、
か
つ

ジ
ャ
ワ
島
を
統
治
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
ホ
ー
ヘ
ン
ド
ル
プ
は
以
上
の
べ
た
従
来
の
会
社
の
商
業
方
式
と
支
配
方
式

に
反
対
し
た
の
で
あ
る
。

　
彼
は
一
七
八
三
年
、
海
丘
軍
隊
の
士
官
と
し
て
東
イ
ン
ド
に
赴
い
た
。
こ
れ

は
第
四
次
英
爾
戦
争
（
一
刈
Q
◎
O
一
中
¶
○
◎
膳
）
下
に
お
い
て
東
イ
ン
ド
の
オ
ラ
ン
ダ

領
土
を
防
衛
す
る
た
め
で
あ
っ
た
。
ケ
ー
プ
植
民
地
に
滞
在
し
た
際
、
彼
は

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
系
自
由
入
植
者
が
会
社
の
独
占
専
売
制
に
反
対
し
て
自
由
貿
易

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

を
要
求
す
る
い
わ
ゆ
る
「
ケ
ー
プ
愛
国
者
運
動
」
を
直
接
見
聞
し
、
こ
れ
に

関
心
を
よ
せ
た
。
バ
タ
ピ
ャ
到
着
後
当
分
の
間
は
、
会
社
の
腐
敗
を
知
り
つ

つ
も
な
お
、
会
社
が
オ
ラ
ン
ダ
繁
栄
の
支
柱
で
あ
る
と
い
う
考
え
を
捨
て
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

か
っ
た
。
彼
は
む
し
ろ
積
極
的
に
タ
ー
ン
、
フ
ァ
ン
・
デ
ィ
ー
メ
ン
時
代
の
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オ
ラ
ン
ダ
の
栄
光
を
と
り
も
ど
そ
う
と
夢
み
て
い
た
の
で
あ
る
。
一
七
八
七

年
か
ら
八
九
年
ま
で
ペ
ソ
ガ
ル
州
バ
ト
ナ
に
あ
る
会
社
の
商
館
に
赴
任
、
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

の
問
総
督
コ
ー
ン
ウ
ォ
リ
ス
O
．
O
O
鑓
≦
巴
霞
。
。
’
H
。
。
げ
竃
舘
ρ
q
Φ
。
ゆ
。
噂
四
刈
ω
Q
。
I

H
。
。
O
G
q
の
新
植
民
政
策
に
接
触
す
る
機
会
を
え
た
。
　
コ
ー
ン
ウ
ォ
リ
ス
は
本

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

国
の
指
示
の
下
に
一
七
八
四
年
の
「
イ
ソ
デ
ィ
ヤ
・
ビ
ル
」
の
線
に
沿
っ
て

地
亀
虫
集
権
の
み
な
ら
ず
土
侯
か
ら
裁
判
権
を
も
委
護
さ
せ
ベ
ン
ガ
ル
地
方

を
完
全
に
イ
ギ
リ
ス
の
直
接
支
配
下
に
置
こ
う
と
し
た
。
彼
は
ク
ラ
イ
ヴ
の

持
論
で
あ
っ
た
イ
ン
ド
を
イ
ギ
リ
ス
王
冠
の
支
配
下
に
置
こ
う
と
す
る
政
策

を
実
際
に
推
進
し
た
の
で
あ
る
。
イ
ギ
リ
ス
史
家
は
こ
れ
ら
一
連
の
動
き
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

「
植
民
地
経
営
に
お
け
る
ル
ネ
サ
ン
ス
」
と
呼
ん
で
い
る
。
こ
れ
は
一
種
の

「
植
民
地
経
営
に
お
け
る
合
理
化
政
策
」
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
ホ
i

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬
　
　
　
⑭

ヘ
ソ
ド
ル
プ
は
べ
ソ
ガ
ル
方
式
の
線
に
沿
っ
て
」
数
々
の
論
考
と
書
簡
を
通

じ
て
ジ
ャ
ワ
に
お
け
る
新
統
治
政
策
を
提
唱
し
た
の
で
あ
る
。
彼
の
論
旨
を

要
約
す
れ
ば
次
の
諸
点
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
、

　
1
、
一
般
ジ
ャ
ワ
農
民
に
土
地
私
有
権
い
重
傷
Φ
黄
窪
創
。
旨
を
あ
た
え
て

そ
こ
か
ら
毎
年
地
税
を
徴
集
す
る
。
そ
の
た
め
に
は
全
土
に
わ
た
っ
て
土
地

測
量
が
行
わ
れ
登
記
簿
が
作
成
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
小
農
的

資
本
主
義
的
農
業
へ
の
方
向
で
あ
る
。

　
2
、
ナ
ラ
ン
ダ
国
家
権
力
と
一
般
農
民
を
地
太
を
通
じ
て
直
結
さ
せ
る
。

ジ
ャ
ワ
農
民
は
「
オ
ラ
ン
ダ
臣
民
」
と
規
定
さ
る
べ
き
で
あ
り
、
同
時
に
ジ

ャ
ワ
は
共
和
国
を
構
成
す
る
重
要
な
一
地
域
と
見
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

こ
れ
を
植
民
地
と
し
て
取
扱
う
べ
き
で
は
な
い
。
一
方
、
土
侯
は
一
定
量
の

米
が
支
給
さ
れ
る
と
い
う
条
件
の
下
に
廃
位
せ
し
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

　
3
、
オ
ラ
ン
ダ
・
ロ
ー
マ
法
と
コ
ー
ラ
ン
法
と
の
間
に
一
致
点
を
発
見
し

て
新
法
典
を
編
纂
す
る
。

　
4
、
土
侯
の
提
供
す
る
土
民
軍
を
廃
止
し
て
新
た
に
給
料
が
支
給
さ
れ
る

傭
兵
軍
・
を
編
成
す
る
こ
と
。
彼
は
こ
の
軍
隊
を
「
シ
バ
ヒ
」
Q
Q
弓
騨
ぼ
と
名

づ
け
た
。
こ
れ
は
「
セ
ポ
イ
」
と
同
義
で
あ
る
。

　
5
、
会
社
の
独
占
専
売
制
、
す
な
わ
ち
「
商
業
主
義
」
を
排
し
て
自
由
貿

易
制
を
採
用
す
る
。
彼
の
自
由
貿
易
論
は
小
農
的
土
地
所
有
農
民
が
自
己
の

生
産
物
を
自
由
に
処
分
し
う
る
と
い
う
基
礎
の
上
に
立
っ
て
い
る
。

　
彼
の
所
論
に
対
し
て
、
従
来
会
社
の
と
っ
て
き
た
統
治
方
式
で
あ
る
「
間

接
支
配
」
を
継
承
す
る
こ
と
が
オ
ラ
ン
ダ
の
国
家
的
能
力
か
ら
み
て
適
嶺
で

あ
る
と
主
張
し
た
の
は
当
時
の
大
部
分
の
バ
タ
ビ
ヤ
政
庁
の
首
脳
者
達
で
あ

り
、
そ
の
代
表
者
は
「
束
イ
ン
ド
行
政
改
革
委
員
長
」
O
。
隠
隠
ω
ω
鴛
δ
，
O
①
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

昌
①
轟
鈴
で
あ
る
C
・
S
・
ネ
ー
ダ
ー
ブ
ル
フ
で
あ
っ
允
。
　
彼
は
土
侯
の
存

在
を
否
定
す
る
こ
と
は
ジ
ャ
ワ
支
配
に
計
り
難
い
混
乱
を
ひ
き
お
こ
す
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

で
あ
る
と
強
く
反
対
し
た
。
ま
た
当
時
の
総
督
シ
ベ
ル
ク
と
後
に
総
督
に
な

　
　
　
　
⑰

る
ヴ
ィ
ー
ゼ
も
と
も
に
文
書
を
も
っ
て
彼
の
所
論
に
反
対
し
た
。
彼
ら
は
と

も
に
土
侯
の
存
在
を
オ
ラ
ン
ダ
の
ジ
ャ
ワ
統
治
の
「
守
護
神
」
と
考
え
て
い

88　（596）



一八〇四年の「植罠地憲章」について（田淵）

た
。
事
実
オ
ラ
ン
ダ
の
支
配
は
土
侯
の
従
順
さ
に
助
け
ら
れ
て
い
る
度
合
が

大
き
い
。

　
公
平
に
判
断
す
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
ホ
ー
ヘ
ン
ド
ル
プ
の
意
見
が
啓
蒙
思

想
と
ベ
ン
ガ
ル
方
式
の
「
合
金
」
で
あ
っ
て
、
当
時
の
ジ
ャ
ワ
の
現
実
を
遠

く
離
れ
て
い
る
も
の
と
考
え
ざ
る
を
え
な
い
。
同
憲
章
の
研
究
者
で
あ
る
グ

　
　
　
　
⑱

ラ
ス
ハ
イ
ス
O
・
｝
・
O
欝
ω
げ
巳
ω
に
よ
れ
ば
、
　
彼
は
「
使
徒
」
　
で
あ
っ
て

「
政
策
立
案
者
」
で
は
な
か
っ
た
。
植
民
地
に
あ
た
え
る
べ
き
商
晶
を
持
っ

て
い
な
い
オ
ラ
ン
ダ
が
、
産
業
革
命
を
背
景
に
し
て
植
民
地
に
あ
た
え
る
べ

き
も
の
を
も
っ
て
い
た
イ
ギ
リ
ス
の
べ
ソ
ガ
ル
方
式
を
採
用
す
る
こ
と
自
体

が
無
理
な
こ
と
で
あ
っ
た
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
要
す
る
に
英
蘭
両

国
の
本
国
に
お
け
る
国
力
の
差
が
両
者
の
植
民
政
策
の
差
で
あ
る
と
、
わ
れ

わ
れ
は
考
え
る
。
ホ
ー
ヘ
ン
ド
ル
プ
の
見
解
は
時
代
を
先
取
り
し
た
も
の
で

あ
っ
た
。
勿
論
、
彼
自
身
は
自
己
の
政
論
が
現
実
可
能
だ
と
述
べ
て
お
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

け
っ
し
て
「
白
昼
夢
喜
多
」
で
は
な
い
と
言
っ
て
い
る
。

　
一
七
九
九
年
、
ホ
！
ヘ
ン
ド
ル
プ
と
ネ
ー
ダ
ー
ブ
ル
フ
は
と
も
に
本
国
に

帰
還
し
た
。
前
者
は
船
中
に
お
い
て
有
名
な
『
パ
タ
ビ
ヤ
領
土
と
バ
タ
ビ
ヤ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

領
土
に
お
け
る
商
業
に
関
す
る
現
状
報
告
』
（
通
称
『
ベ
リ
ヒ
ト
』
と
呼
ぶ
）

切
ミ
爵
ミ
e
§
§
》
こ
碍
ミ
畑
ミ
8
ミ
磯
§
§
馬
首
§
織
§
鳩
旬
ミ
窺
ミ
農
書
b
ご
や

無
ミ
謡
恥
§
ミ
甲
§
霞
§
ミ
職
。
特
§
怨
ご
魯
ミ
Φ
Φ
讐
U
Φ
賦
汁
を
書
い
て
本
国
の

人
々
に
賛
成
、
反
対
を
ふ
く
め
て
大
き
な
衝
撃
を
あ
た
え
た
。
旧
会
社
の
株

式
所
得
者
で
あ
る
都
市
貴
族
達
は
こ
の
書
物
の
内
容
に
反
対
し
、
フ
ラ
ン
ス

革
命
の
影
響
下
に
あ
っ
た
「
オ
ラ
ン
ダ
・
ジ
ャ
コ
パ
ン
派
」
の
人
々
お
よ
び

政
治
理
論
家
達
は
賛
意
を
表
明
し
た
。
彼
は
反
対
論
に
答
え
る
た
め
、
旧
会

社
の
秘
密
書
類
を
利
用
し
て
『
論
考
集
』
ω
ε
貯
昇
①
P
場
舞
犀
。
巳
①
α
o
口
富
－

σ
Q
o
⇔
≦
O
o
目
象
σ
q
o
跡
叶
。
①
緯
ρ
コ
q
島
Φ
目
］
W
緯
ρ
鉱
ω
o
げ
①
切
⑦
獣
零
一
づ
σ
q
①
P
円
O
Q
O
同
を

書
き
自
説
を
更
に
主
張
し
た
。
こ
れ
ら
の
書
物
は
植
民
地
に
つ
い
て
記
述
し

て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
革
命
に
も
共
通
す
る
普
遍
的
原
理

を
含
ん
で
い
た
。
ま
た
旧
会
社
の
秘
密
主
義
の
た
め
に
明
ら
か
に
さ
れ
な

か
っ
た
東
イ
ン
ド
の
実
態
を
伝
え
た
こ
と
も
、
こ
礼
ら
の
書
物
の
緬
値
を
高

め
た
。
特
に
『
ベ
リ
ヒ
ト
』
は
一
七
八
○
年
代
以
来
オ
ラ
ン
ダ
に
発
生
し
た

都
市
貴
族
と
一
般
都
市
帯
民
と
の
間
の
反
目
に
再
び
油
を
そ
そ
い
だ
の
で
あ

る
。
こ
れ
に
対
し
て
ネ
ー
ダ
ー
ブ
ル
フ
は
一
八
○
二
年
、
　
『
ホ
ー
ヘ
ン
ド
ル

プ
の
諸
論
考
に
関
し
て
同
胸
市
民
に
う
っ
た
え
る
』
嵐
載
竃
註
鴨
ミ
慧
騒
§

頓
蛸
ミ
N
§
。
・
母
§
o
ミ
ミ
3
ぴ
ミ
蕊
奪
ミ
受
識
§
匙
ミ
鶏
ぎ
ミ
§
偽
ミ
ミ
ミ
現
象
の
↑
§
§

ミ
磯
磯
馬
ミ
蕊
§
こ
§
ミ
趨
受
ミ
肘
b
馬
幕
ミ
§
魯
恥
ミ
ミ
◎
鳶
』
Q
Q
O
恥
を
発
表
し
、

ホ
ー
ヘ
ン
ド
ル
プ
の
政
論
が
観
念
的
で
あ
る
こ
と
を
証
明
し
よ
う
と
し
た
。

　
両
者
の
対
立
は
そ
の
後
の
オ
ラ
ン
ダ
植
民
地
経
営
に
関
す
る
二
つ
の
相
反

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

す
る
意
見
の
源
流
を
形
成
す
る
。
ホ
ー
ヘ
ソ
ド
ル
プ
の
考
え
は
ム
ン
チ
ン
ゲ
、

　
　
　
　
⑫
　
　
　
　
⑫
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳
　
　
　
　
　
　
鰺

ダ
ソ
デ
ル
ス
、
ラ
フ
ル
ス
、
フ
ァ
ン
・
フ
ー
フ
ェ
ル
、
ム
ル
タ
ト
リ
な
ど
の

政
治
家
、
思
想
家
、
文
学
者
に
う
け
つ
が
れ
、
自
由
主
義
的
人
道
的
資
本
主

89 （597）



義
思
想
の
「
祭
壇
」
と
な
る
。
ネ
ー
ダ
ー
ブ
ル
フ
の
思
想
は
「
強
制
栽
培
制

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

度
」
で
有
名
な
フ
ァ
ン
・
デ
ソ
・
ボ
ス
の
政
策
に
つ
な
が
る
。

註①
、
．
o
匿
詳
鍔
く
。
。
H
山
。
》
ω
§
冨
。
ぎ
切
Φ
N
葺
貯
σ
q
象
く
器
山
①
切
騨
言
鉱
ω
。
冨

　
園
Φ
℃
¢
げ
匡
Φ
H
（
．
〈
器
け
σ
q
o
ω
富
一
α
蛇
ω
Φ
箕
。
日
げ
賃
日
。
。
O
眺
．
「
特
に
バ
タ
ビ
ビ
や
共

　
和
閾
の
ア
ジ
ア
領
土
に
お
け
る
商
業
経
営
及
び
政
治
と
司
法
に
関
す
る
考
察
」
と

　
い
う
副
題
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
。

②
「
バ
タ
ビ
ヤ
共
和
国
は
旧
束
イ
ン
ド
会
社
の
す
べ
て
の
領
土
と
財
産
を
そ
の
負

　
債
と
と
も
に
継
承
す
る
。
」
「
ア
ジ
ア
領
土
の
行
政
は
ア
ジ
ア
領
土
評
議
会
に
委
任

　
さ
れ
る
。
」

③
一
七
九
八
年
の
「
国
家
法
令
」
は
コ
　
つ
の
二
三
地
統
治
機
構
を
作
る
べ
き
で

　
あ
る
。
…
つ
は
ア
ジ
ア
領
土
に
関
す
る
評
議
会
で
あ
り
、
一
つ
は
ア
メ
リ
カ
に
お

　
け
る
領
土
と
植
民
地
に
関
す
る
評
議
会
で
あ
る
」
と
規
定
し
て
い
る
。
同
評
議
会

　
は
こ
の
法
令
に
も
と
づ
い
て
一
八
○
○
年
に
活
動
を
開
始
し
た
。
国
ζ
埼
ミ
魯
禽
ミ
騎

　
巴
§
い
審
恥
ミ
N
§
§
轟
－
窓
ミ
鮮
山
8
一
。
。
’
℃
．
ω
お
’

④
男
≦
■
o
。
訂
℃
o
鋼
．
、
⊆
け
篇
¢
屯
。
a
冒
σ
q
σ
q
霧
。
ぼ
巴
。
駐
〆
、
器
9
け
○
ぎ
訴
震

　
く
㊤
ロ
一
〇
。
O
野
．
、
（
切
」
〈
．
囲
9
搭
ω
。
。
”
や
畠
G
。
）
ス
タ
ー
ペ
ル
は
旧
聞
領
東
イ
ン
ド
史

　
研
究
に
お
い
て
、
　
も
っ
と
も
多
く
の
仕
事
を
し
た
人
の
一
人
で
あ
る
。
　
主
署
は

　
『
蘭
二
二
イ
ン
ド
史
』
、
全
六
巻
で
あ
る
。
『
身
重
東
イ
ン
ド
史
教
科
害
』
（
一
九

　
一
七
）
は
村
上
薗
次
郎
に
よ
っ
て
一
九
四
七
年
に
翻
訳
さ
れ
た
b
一
九
四
七
年
の

　
蒔
点
で
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
市
立
大
学
教
授
。
な
お
、
B
・
K
・
王
（
じ
O
蝋
ミ
轟
§

　
ご
W
§
冒
ミ
由
§
ミ
ー
§
ぎ
き
§
神
幅
§
§
q
§
い
ミ
脈
肉
。
ミ
暮
ミ
神
奪
無
賊
ミ
ミ
）

　
は
百
十
五
巻
か
ら
な
ら
東
イ
ン
ド
に
関
す
る
論
考
集
で
あ
り
、
ヨ
ソ
ゲ
の
『
オ
ッ

　
プ
コ
ム
ス
ト
騙
と
と
も
に
こ
の
方
面
の
研
究
に
と
っ
て
不
可
歓
の
文
献
で
あ
る
。

⑤
U
貯
ド
〈
雪
類
。
σ
q
①
巳
。
愚
（
H
“
①
同
一
　
◎
◎
苗
卜
Ω
）
拙
稿
「
デ
ィ
ル
ク
・
フ
ァ
ン
・
ホ

　
ッ
ヘ
ソ
ド
ル
プ
の
思
想
と
行
動
（
『
史
林
』
四
九
巻
、
　
一
号
、
参
照
）
　
ロ
ッ
テ
ル

　
ダ
ム
の
都
市
費
族
の
家
に
生
れ
る
。
青
年
時
代
を
プ
ロ
シ
ア
の
陸
軍
士
官
学
校
で

　
送
る
。
そ
の
間
幡
広
く
姦
濫
の
啓
蒙
思
想
に
接
す
”
0
1
。
一
七
八
五
年
、
軍
人
と
し

　
て
バ
タ
ピ
ヤ
に
赴
任
。
そ
の
後
下
級
商
務
員
と
し
て
ベ
ン
ガ
ル
の
商
館
に
勤
務
し

　
イ
ギ
リ
ス
の
植
民
政
策
を
実
見
し
て
こ
れ
に
共
鳴
す
る
。
イ
ギ
リ
ス
統
治
方
式
と

　
啓
豪
思
想
の
上
に
立
っ
て
ジ
ャ
ワ
行
政
に
関
す
る
改
革
論
を
展
開
し
政
庁
首
脳
部

　
と
対
立
す
る
。
｝
七
八
八
年
、
危
険
人
物
視
さ
れ
逮
捕
投
獄
惑
れ
る
。
彼
を
告
発

　
し
た
中
心
人
物
は
後
に
の
べ
る
ネ
ー
ダ
！
ブ
ル
フ
で
あ
る
。
著
作
と
し
て
本
文
お

　
よ
び
註
に
掲
載
し
た
も
の
の
外
に
寄
§
蕊
q
ミ
恥
題
詳
偽
§
◎
り
監
建
隷
ぎ
§
蝿
鯉
§
贈

　
趣
ミ
象
災
碕
ミ
ミ
§
一
b
■
§
「
辞
§
織
。
愚
層
戸
g
◎
O
b
Ω
．
（
『
ホ
ー
ヘ
ソ
ド
ル
プ
の
政
治
原
理

　
の
再
説
明
と
そ
の
展
鮒
』
）
、
O
¢
塁
ぎ
い
恥
§
粛
ε
§
蝉
§
切
馬
箋
翫
3
鷺
諸
ミ
野
“
四
－

　
糺
無
亀
ミ
寅
。
ミ
§
§
凌
§
O
。
岡
㍗
寒
ミ
鮮
日
。
。
8
．
（
『
東
イ
ン
ド
の
オ
ラ
ン
ダ
人
の

　
領
土
と
商
業
の
重
要
性
に
つ
い
て
』
）
、
ミ
§
o
讐
題
き
唱
Q
“
喩
賦
唖
ミ
b
帖
蕃
受
§
甲

　
き
恥
§
§
鳶
（
こ
の
本
は
一
八
八
七
年
に
彼
の
孫
の
0
・
C
・
A
フ
ァ
ン
・
幽
ホ
ー

　
ヘ
ソ
ド
ル
プ
に
よ
っ
て
収
録
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
）
　
な
ど
が
あ
る
。
そ
の
後
一

　
八
一
一
年
に
ナ
ポ
レ
オ
ン
門
下
の
将
軍
と
な
る
。
晩
年
は
本
國
に
受
け
い
れ
ら
れ

　
ず
ブ
ラ
ジ
ル
に
農
園
を
ひ
ら
い
て
住
む
。
オ
ラ
ン
ダ
史
家
は
彼
の
研
究
は
十
九
世

　
紀
宋
に
完
了
し
た
と
い
っ
て
い
る
が
、
彼
の
研
究
に
お
け
る
未
開
拓
の
部
分
は
ベ

　
ソ
ガ
ル
に
お
け
る
彼
の
行
動
と
学
習
内
容
を
具
体
化
す
る
こ
と
で
あ
る
。

⑥
中
央
ジ
ャ
ワ
に
あ
る
王
園
、
一
七
五
〇
年
頃
よ
り
分
解
し
は
じ
め
る
ま
で
は
ジ

　
ャ
ワ
島
の
大
部
分
を
支
配
し
て
い
た
。
ス
リ
ゥ
ジ
ャ
ワ
岡
と
と
も
に
東
南
ア
ジ
ア

　
に
お
け
る
「
世
界
帝
國
」
の
存
在
を
強
調
す
る
人
も
い
る
。

⑦
「
　
七
七
九
年
の
請
願
運
動
」
に
お
い
て
自
由
入
植
者
は
三
七
項
目
の
要
求
を

　
か
か
げ
会
社
と
対
立
す
る
。
ρ
田
。
団
①
呂
b
“
馬
差
＆
特
鷲
建
ミ
。
鳳
“
晒
H
露
㊤
は
詳

　
細
に
事
情
を
説
明
し
て
い
る
。
　
拙
文
「
ケ
ー
プ
入
植
者
の
市
丘
要
求
運
動
」
（
未

　
発
表
）
が
あ
る
。

⑧
い
℃
．
O
。
窪
（
H
ぴ
Q
Q
刈
一
一
①
b
∂
Φ
）
オ
ラ
ン
ダ
東
イ
ン
ド
会
社
の
偉
大
な
設
立
者
。

　
［
六
一
〇
年
、
バ
タ
ビ
ヤ
城
を
拡
張
す
る
。
　
一
六
一
七
年
総
督
と
な
り
イ
ギ
リ
ス

90　（598）



一一ｪ〇四年の「植民地憲章」について（田淵）

　
と
た
た
か
う
。
H
・
～
・
コ
ー
レ
ソ
ブ
ラ
ソ
ダ
ー
編
、
『
ク
ー
ソ
書
簡
集
』
全
四

　
　
は
有
名
で
あ
る
。

⑨
　
》
「
＜
器
U
δ
ヨ
。
鐸
（
H
α
Φ
G
ゆ
i
H
〔
｝
偽
㎝
）
ポ
ル
ト
ガ
ル
と
戦
っ
て
マ
ラ
ッ
カ
を
奪
取
、

　
東
イ
ン
ド
に
お
け
る
「
オ
ラ
ン
ダ
海
上
帝
国
」
を
建
設
す
る
コ

⑩
　
ρ
O
o
毎
毒
鱒
毎
ω
斥
け
竃
p
溢
コ
①
ω
ω
（
一
↓
Q
◎
o
Q
I
H
◎
◎
O
α
）
彼
に
関
す
る
資
料
は
O
・
≦
・

　
団
。
旨
＄
営
U
o
吋
畠
O
o
吋
詳
毒
巴
一
一
ρ
〈
o
一
．
ド
》
り
帯
。
辱
＆
蔑
9
慌
〈
o
一
「
昏
a
℃
O
o
o
ロ
ヨ
①
簿
ρ

　
O
慧
。
同
9
這
霧
に
詳
し
い
。
た
だ
し
こ
の
本
は
活
字
に
な
っ
て
い
な
い
。
　
ホ
ー

　
ヘ
ソ
ド
ル
プ
研
究
の
た
め
に
は
コ
ー
ン
ウ
ォ
リ
ス
を
調
べ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⑪
暦
象
ρ
国
戸
ミ
。
。
倉
内
容
を
要
約
す
れ
ば
、
1
、
イ
ギ
リ
ス
束
イ
ン
ド
会
社
の

　
も
つ
政
治
的
軍
事
的
権
力
は
大
蔵
大
臣
、
官
房
欝
欝
宮
お
よ
び
数
人
の
枢
密
院
議

　
員
か
ら
構
成
さ
れ
る
「
東
イ
ン
ド
統
制
委
員
会
」
田
。
霞
山
9
0
0
ロ
㌶
o
一
に
委
譲

　
さ
れ
る
。
2
、
従
来
の
会
社
首
…
脳
部
は
同
統
鰯
委
員
ム
四
の
A
叩
令
を
現
地
に
伝
［
え
る

　
た
め
の
下
部
機
関
で
あ
る
、
な
ど
で
あ
る
。
イ
ギ
リ
ス
東
イ
ン
ド
会
社
は
同
法
令

　
に
よ
っ
て
実
質
的
に
消
滅
し
た
と
言
っ
て
も
よ
い
。
｝
剴
瞑
Φ
禅
劃
O
§
恥
、
慧
ヤ

　
職
§
ミ
韓
陰
。
蔭
鼠
穿
ミ
3
㎏
q
8
1
送
逡
’

⑫
囚
．
〉
．
浮
夢
騨
畠
①
戸
、
．
国
。
奪
δ
コ
ぎ
停
。
ω
。
暮
げ
ゆ
昌
α
ω
8
9
出
器
け

　
》
ω
凹
ρ
、
．
O
ρ
ヨ
訂
鑓
σ
q
o
頃
δ
8
曼
H
〆
O
迂
㊤
讐
碧
図
メ
”
℃
．
綬
ω
．

⑬
『
バ
タ
ビ
ヤ
領
土
の
現
状
批
判
』
（
一
七
九
一
）
に
お
い
て
彼
は
始
め
て
会
社

　
の
存
在
そ
の
も
の
を
否
定
し
た
。
（
拙
稿
ホ
ー
ヘ
ソ
ド
ル
プ
の
　
「
バ
タ
ビ
ヤ
領
土

　
の
現
状
批
判
」
（
『
東
南
ア
史
学
会
会
報
』
、
十
階
参
照
）
一
七
九
六
年
の
　
「
計
画

　
案
」
に
は
詳
細
な
彼
の
改
芭
・
計
画
が
の
べ
ら
れ
て
い
る
。

⑭
コ
七
九
四
年
の
轡
簡
」
は
彼
の
見
解
を
最
も
端
的
に
表
現
し
て
い
る
の
で
そ

　
の
一
部
を
訳
出
す
る
。
　
「
イ
ギ
リ
ス
人
が
ベ
ン
ガ
ル
で
成
功
し
た
よ
う
に
苔
々
も

　
氷
を
破
ろ
う
。
ジ
ャ
ワ
農
畏
に
土
地
私
有
権
と
永
久
小
作
権
を
あ
た
え
よ
う
。
わ
れ

　
わ
れ
は
彼
ら
を
人
間
と
し
て
取
扱
お
う
。
賦
役
義
務
と
人
身
隷
属
を
廃
止
し
生
産

　
物
に
よ
る
地
上
と
平
等
な
人
頭
税
を
導
入
し
よ
う
。
わ
れ
わ
れ
は
数
百
万
の
人
間

　
と
世
界
で
最
も
肥
沃
な
こ
の
美
し
い
島
を
確
保
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
」
O
ミ
§
－

　
特
。
嚇
ミ
§
§
§
ミ
籠
隠
軸
し
コ
き
ミ
ミ
、
9
掛
富
ミ
寒
唾
鼻
や
一
〇
。
9

⑮
　
O
・
ψ
客
。
α
o
き
q
「
σ
q
げ
（
嵩
の
N
－
H
Q
Q
＝
）
会
社
の
一
等
弁
護
士
。
第
四
次
英

　
後
の
極
度
に
悪
化
し
た
会
社
の
窮
状
を
打
開
す
る
た
め
「
行
政
改
革
委
員
長
」
と

　
な
り
総
督
よ
り
も
強
い
権
限
を
付
与
さ
れ
て
東
イ
ン
ド
到
着
す
る
（
　
七
九
三
年
）
。

　
ホ
ー
ヘ
ソ
ド
ル
プ
は
蜜
初
彼
の
改
革
に
期
待
を
よ
せ
て
い
た
。
彼
の
著
作
に
は
太
・

　
文
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
も
の
の
外
に
『
東
西
両
イ
ン
ド
領
土
の
有
利
性
に
関
す
る

　
諸
質
問
に
対
す
る
論
考
』
（
｝
八
○
二
年
）
が
あ
る
。

⑯
い
の
凶
げ
㊦
『
σ
q
冒
さ
ミ
磐
ミ
露
ミ
｝
ミ
§
帖
ミ
．
．
勲
ミ
ミ
．
鯉
§
b
慧
§
贈
ぎ
－

　
偽
§
職
。
憶
》
一
Q
o
O
b
∂
．
一
〇
昌
σ
Q
①
讐
○
℃
昇
。
ヨ
ω
峠
：
二
同
も
◎
・
彼
は
ホ
ー
ヘ
ソ
ド
ル
ブ
の
意
見

　
を
各
種
の
思
想
の
合
金
で
あ
る
と
非
難
し
た
。

⑰
｝
郎
≦
凶
①
ω
p
9
蕊
§
ミ
馬
曇
w
§
壽
斜
§
豪
§
§
ミ
6
題
N
馬
ミ
ミ
ト
螢

　
§
鴨
鴇
ミ
ミ
§
§
ミ
ミ
題
§
噛
8
⇔
ミ
§
斡
碁
§
§
愚
H
。
。
O
N
H
8
σ
q
ρ
○
マ

　
ざ
ヨ
ω
伴
◆
…
お
’
彼
は
『
ベ
リ
ヒ
ト
』
の
各
条
項
に
対
し
て
詳
細
な
反
論
を
し
て

　
い
る
。

⑱
O
・
い
O
轟
ω
冨
β
頃
簿
O
ザ
霧
汁
興
く
自
閉
。
α
。
魯
母
α
Q
プ
（
⇒
ミ
暁
象
ぎ
O
ミ
リ
層

　
同
G
。
り
8
9
0
一
N
や
誌
O
。
。
．
）

⑲
．
．
9
ミ
鴨
落
§
ミ
§
誉
…
、
、
お
謡
・
℃
」
。
。
P

⑳
　
七
七
項
目
か
ら
な
る
が
、
そ
の
う
ち
若
ぞ
の
も
の
を
紹
介
す
る
。
ジ
ャ
ワ
の
政

　
治
形
態
、
土
侯
、
会
社
法
、
防
衛
と
軍
欄
、
地
類
、
輸
出
入
税
、
人
頭
税
、
賦
役

　
と
強
制
出
荷
、
郵
綱
、
中
国
人
問
題
、
米
、
コ
ー
ヒ
ー
、
胡
椒
、
海
運
、
ロ
コ
ア

　
阿
片
、
縮
…
、
肱
杯
業
と
造
船
業
、
砂
糖
、
ア
ラ
ッ
ク
抽
、
硝
…
酸
、
椰
子
油
、
金
銀
、

　
牧
麿
、
煙
草
、
塩
、
織
布
、
銀
行
、
バ
タ
ビ
ヤ
、
パ
タ
ビ
ヤ
学
芸
協
会
、
海
上
保

　
険
、
奴
隷
商
業
、
バ
タ
ビ
ヤ
周
辺
地
域
、
棄
イ
ン
ド
に
お
け
る
貿
易
、
醤
望
峰
、

　
セ
イ
ロ
ン
」
ベ
ン
ガ
ル
、
モ
ル
ヅ
カ
群
島
、
ア
ソ
ボ
イ
ナ
、
バ
ン
ダ
島
、
マ
ラ
ッ

　
カ
、
臼
本
貿
易
、
中
国
貿
易
な
ど
で
あ
る
る
。

⑳
　
麟
顧
≦
■
徴
廻
暮
貯
σ
q
げ
。
（
一
唱
◎
．
占
Q
。
卜
。
圃
V
　
」
八
○
｝
年
・
「
ア
ジ
ア
領
土
評
議
会
」

　
の
法
律
事
務
官
と
な
る
。
　
一
八
○
八
年
ダ
ソ
デ
ル
ス
の
秘
書
冨
と
な
り
ホ
ー
ヘ
ソ

（599）91



　
ド
ル
ペ
の
植
民
政
策
を
彼
に
献
策
す
る
。
ラ
フ
ル
ス
は
彼
を
通
じ
て
ホ
ー
ヘ
ソ
ド

　
ル
プ
の
理
論
を
知
る
。
彼
は
旧
会
社
の
統
治
方
式
を
「
商
業
方
式
」
o
Q
け
巴
ω
£
〈
p
嵩

　
げ
p
昌
α
o
一
ホ
ー
ヘ
ソ
ド
ル
プ
と
ラ
フ
ル
ス
の
統
治
方
式
を
「
地
一
祝
方
式
」
　
ω
け
①
δ
巴

　
く
費
嵩
び
。
訂
。
。
昏
茜
と
規
定
し
た
。
ホ
ー
ヘ
ソ
ド
ル
プ
の
政
論
は
彼
を
通
じ
て
実
現

　
の
緒
に
つ
い
た
。

⑳
｝
　
鵠
’
≦
●
U
帥
0
昌
伽
鮎
ω
（
一
刈
①
も
o
I
一
Q
◎
一
Q
◎
）
申
宵
年
期
、
　
オ
ラ
ン
ダ
に
お
け
る
　
「
愛
園
［

　
者
運
動
」
（
一
七
八
○
年
代
）
管
参
加
、
【
七
九
二
年
フ
ラ
ン
ス
に
亡
命
。
九
九

　
年
イ
ギ
リ
ス
軍
の
オ
ラ
ン
ダ
進
入
を
繋
退
し
て
名
声
を
博
す
る
。
ル
イ
・
ナ
ポ
レ

　
オ
ソ
の
命
に
よ
り
一
八
〇
七
年
よ
り
一
八
一
一
年
ま
で
東
イ
ン
ド
総
督
と
な
る
。

　
彼
に
対
す
る
指
令
は
革
令
精
神
と
ホ
ー
ヘ
ソ
ド
ル
ブ
の
政
論
に
も
と
づ
い
て
つ
く

　
ら
れ
た
。
し
か
し
実
際
に
は
彼
は
ジ
ャ
ワ
防
衛
の
た
め
「
専
鋼
君
主
」
と
し
て
振

　
舞
う
。

⑱
　
日
ψ
閑
麟
由
。
ω
（
H
“
Q
Q
一
－
同
。
◎
b
Ω
①
）
信
夫
氏
の
「
ラ
フ
ル
ス
」
を
参
照
。

⑳
　
≦
■
図
■
く
餌
ロ
麟
。
α
〈
o
躍
（
お
欝
占
○
。
刈
り
）
　
一
八
六
二
年
、
国
会
議
員
と
な
り

　
「
人
道
主
義
政
策
」
（
卑
三
①
器
り
。
一
三
舞
）
を
唱
え
、
「
強
調
栽
培
制
度
」
に
反

　
対
す
る
。
　
…
方
「
バ
タ
ビ
ヤ
学
芸
協
会
」
　
（
東
イ
ン
ド
で
最
も
古
い
学
術
研
究
機

　
関
）
の
会
長
と
な
り
陶
協
会
に
新
し
い
患
吹
き
を
あ
た
え
た
。
『
東
イ
ン
ド
案
内
臨

　
（
竪
煙
斜
帖
恥
“
き
馬
　
O
帖
載
偽
）
を
創
刊
し
自
説
を
主
張
す
る
。

⑮
．
国
・
U
o
5
く
。
ω
b
①
閑
剛
。
屈
（
一
◎
Q
b
Ω
O
I
H
Q
Q
G
Q
刈
）
　
ム
ル
タ
ト
リ
は
彼
の
ペ
ン
ネ
ー
ム
。
，

　
強
制
栽
培
制
下
に
お
け
る
下
層
縫
民
の
苦
境
を
「
マ
ッ
ク
ス
・
ハ
ー
フ
エ
ラ
ー

　
ル
」
と
い
う
小
説
で
描
写
す
る
。
こ
の
本
は
同
制
度
廃
止
の
世
論
を
醸
成
す
る
。

㊧
い
く
騨
昌
岱
¢
口
切
。
ω
o
げ
（
ミ
c
Q
O
高
◎
◎
劇
継
）
強
制
栽
培
制
度
（
一
八
二
九
－
一
八

　
七
〇
）
を
導
入
、
ホ
ー
ヘ
ソ
ド
ル
プ
の
思
想
に
基
く
土
地
私
有
髄
へ
の
方
向
を
否

　
蒼
し
、
旧
会
社
の
強
制
出
術
棚
の
方
向
ヘ
ジ
ヤ
ワ
の
統
治
方
式
を
転
換
せ
し
め
た
。

　
彼
の
政
策
の
目
的
は
本
國
お
よ
び
現
地
の
財
政
難
を
救
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
彼
は

　
こ
れ
に
よ
り
ジ
ャ
ワ
を
オ
ラ
ン
ダ
の
「
乳
牛
」
に
変
え
た
。

二

　
憲
章
の
内
容
お
よ
び
憲
章
を
め
ぐ
る
諸
討
議
に
関
し
て
は
資
料
と
し
て
次

の
も
の
を
使
っ
た
。

　
1
、
男
芝
●
ω
富
も
Φ
押
9
牒
§
き
ミ
§
凄
駆
馬
砺
“
ミ
ミ
§
蟄
e
§
詠
ミ
G
ぎ
ー

ミ
ミ
§
遷
H
O
。
O
距
6
ω
。
。
”
b
J
・
国
・
り
（
『
一
八
〇
四
年
の
憲
章
の
成
立
過
程
』
）

こ
の
本
は
一
八
〇
三
年
八
月
竺
一
日
の
草
案
（
○
馨
毛
魯
巳
と
一
八
〇
四
年

の
憲
章
と
の
間
の
桐
違
の
み
に
注
鼠
し
て
い
る
た
め
全
日
文
一
〇
八
条
の
う

ち
三
五
ケ
条
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
　
「
自
由
貿
易
」
に
関
す
る

条
文
は
省
略
さ
れ
て
い
る
。

　
2
、
O
こ
・
O
＄
ω
冒
置
、
．
踏
①
げ
O
冨
詳
①
『
〈
窪
累
a
・
吾
弩
σ
q
げ
ゆ
．
”
N
苧

§
象
ぎ
9
§
旨
◎
。
リ
メ
α
Φ
巴
b
。
層
原
文
は
掲
載
さ
れ
て
い
な
い
が
、
重
要
条
文

に
つ
い
て
の
解
説
は
丁
寧
で
あ
る
。
彼
の
筆
致
は
ホ
ー
ヘ
ン
ド
ル
プ
に
対
し

て
繊
判
的
で
あ
る
。

　
3
、
。
。
3
暮
び
薯
ぎ
ρ
切
q
巳
9
な
・
。
”
導
窓
ミ
§
§
G
§
、
馬
愚
§
－

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

戚
§
畿
3
（
閣
議
議
事
録
』
四
四
二
巻
）
ハ
ー
グ
の
「
國
立
文
書
館
」
　
（
通
称

A
・
R
・
A
）
所
蔵
。
こ
れ
は
同
憲
章
に
関
す
る
根
本
資
料
で
あ
る
。
た
だ

し
、
か
な
り
欠
損
し
て
い
る
。
例
え
ば
各
委
員
が
文
書
で
提
出
し
た
意
見
は

発
見
さ
れ
な
い
。

4
、

や
該
陣
一
①
斜
§
蒜
§
邑
き
N
偽
ミ
§
辱
ミ
ミ
ミ
ぎ
”
O
ミ
。
ミ
§
§
ぎ
§

92　（600）
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需
磯
ミ
ミ
謹
ミ
§
さ
ミ
§
衆
生
ミ
§
偽
e
§
寒
賊
ミ
N
§
§
ら
漸
穿
ミ
♪
H
O
。
蒔
。
。
い

℃
・
訟
メ
　
（
『
東
イ
ン
ド
政
庁
に
対
す
る
指
令
法
規
集
』
）
が
あ
る
。

　
5
、
ρ
≦
．
ω
。
ぼ
津
U
・
犀
9
。
巳
p
一
Φ
℃
。
豊
凶
Φ
犀
。
巳
①
厭
切
舞
8
。
霧
凶
？

⇒
跨
δ
力
雲
α
q
角
一
寒
Q
Q
o
窯
諺
一
昌
①
｝
℃
窪
巳
g
置
b
ご
．
瞬
ト
一
。
。
⑦
F
（
『
立
法

院
鳥
パ
R
・
J
・
ス
ヒ
ソ
メ
ル
ペ
ニ
ン
ク
の
棺
躍
民
政
策
』
）
共
和
国
の
「
首
一
相
」

に
相
当
す
る
ス
ヒ
ソ
メ
ル
ペ
ニ
ソ
ク
は
一
八
〇
五
年
同
憲
章
を
改
訂
す
る

が
、
そ
の
際
彼
の
憲
章
に
関
す
る
意
見
が
の
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
興
味
深

い
本
で
あ
る
。
彼
は
ホ
ー
ヘ
ン
ド
ル
プ
の
思
想
に
共
鳴
し
て
い
た
政
治
家
の

一
人
で
あ
る
。

　
6
、
①
．
い
》
．
ω
旨
。
β
U
導
§
壽
奪
恥
§
§
養
H
。
。
㊤
ρ
題
●
躍
・
。
－

同
。
。
ρ
　
シ
レ
ム
は
ホ
！
ヘ
ン
ド
ル
プ
の
礼
讃
者
で
あ
る
。
彼
の
憲
章
に
関
す

る
説
明
は
あ
ま
り
信
頼
で
き
な
い
。
し
か
し
こ
の
本
は
ホ
ー
ヘ
ソ
ド
ル
プ
を

知
る
の
に
最
も
よ
い
。

　
「
東
イ
ン
ド
問
題
委
員
会
」
は
、
都
市
貴
族
出
身
者
で
各
州
連
合
立
法
院

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

の
議
員
で
あ
る
温
厚
な
J
・
メ
ー
ル
マ
ン
を
議
長
と
す
る
七
人
の
委
員
に
よ

り
構
成
さ
れ
、
　
一
八
〇
二
年
十
二
月
一
日
、
　
ハ
ー
グ
の
閣
議
用
集
合
所
で
初

会
合
を
も
っ
た
。
委
員
ネ
ー
ダ
ー
ブ
ル
フ
と
委
員
フ
ェ
ル
フ
ー
ル
は
委
員
の

中
に
ホ
ト
ヘ
ソ
ド
ル
プ
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
不
満
と
し
て
彼
を
忌
避
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

た
。
そ
の
理
由
と
し
て
彼
は
東
イ
ン
ド
に
お
い
て
こ
・
三
の
罪
状
の
故
に
逮

捕
投
獄
さ
れ
た
事
実
を
あ
げ
た
。
し
か
し
ア
ジ
ア
領
土
評
議
会
の
法
律
事
務

官
は
「
D
・
v
・
ホ
ー
ヘ
ン
ド
ル
プ
の
罪
状
を
根
本
的
に
証
明
す
る
に
足
ろ

資
料
を
所
持
し
て
い
る
が
、
し
か
し
法
律
的
行
為
を
発
効
す
る
に
足
る
充
分

な
理
由
は
な
い
」
と
閣
議
に
報
告
し
た
。
閣
議
の
諮
問
機
関
で
あ
る
「
海
事

・
植
島
地
委
員
会
」
も
こ
の
見
解
を
支
持
し
た
。
閣
議
は
ネ
ー
ダ
ー
ブ
ル
フ

に
対
し
て
、
ホ
ー
ヘ
ン
ド
ル
プ
を
近
く
ロ
シ
ヤ
大
使
に
転
出
さ
せ
る
こ
と
を

秘
密
裡
に
約
束
し
、
同
時
に
次
の
文
書
に
よ
り
ネ
ー
ダ
ー
ブ
ル
フ
が
同
委
員

会
で
指
導
的
役
割
を
演
ず
る
こ
と
に
了
承
を
あ
た
え
た
。

　
噌
閣
議
は
ネ
ー
ダ
ー
ブ
ル
フ
が
同
委
員
会
に
お
い
て
委
員
の
任
命
権
を
自

由
に
行
使
す
る
こ
と
に
躇
購
す
る
必
要
は
な
い
と
考
え
る
。
更
に
閣
議
は
国

家
の
た
め
に
市
民
ネ
ー
ダ
ー
ブ
ル
フ
の
性
格
と
感
情
に
大
き
な
期
待
を
よ
せ

て
お
り
、
彼
が
事
態
を
悪
化
さ
せ
る
と
判
断
し
た
時
は
、
必
要
走
あ
ら
ば
彼

の
個
人
的
理
由
を
支
持
す
る
で
あ
ろ
う
。
閣
議
は
彼
に
明
示
さ
れ
た
閣
議
の

期
待
が
達
成
さ
れ
る
こ
と
を
希
望
す
る
」

　
わ
れ
わ
れ
は
以
上
の
資
料
か
ら
、
植
窮
地
統
治
に
関
す
る
意
見
の
相
違
が

共
和
国
酋
葉
者
の
問
に
も
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
知
る
。

　
結
論
的
に
い
え
ば
、
ホ
ー
ヘ
ン
ド
ル
プ
の
「
直
接
支
配
方
式
」
は
同
委
員

会
に
お
い
て
多
数
の
賛
成
を
え
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
当
初
に
お
い
て

は
彼
は
会
議
を
指
導
し
た
の
で
あ
る
が
、
後
に
な
っ
て
自
説
の
主
張
に
つ
い

て
の
惰
熱
を
失
う
。
そ
れ
は
多
分
「
彼
自
身
が
自
分
の
政
策
の
実
施
不
可
能
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④

で
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
た
め
」
で
あ
っ
た
。
ま
た
彼
は
立
法
に
関
す
る
煩
雑

な
仕
事
に
適
し
な
か
っ
た
た
め
で
も
あ
っ
た
。
彼
は
審
議
の
途
中
に
お
い
て

一
八
〇
三
年
四
月
に
ロ
シ
ヤ
大
使
に
任
命
さ
れ
、
委
員
会
か
ら
離
れ
た
。
彼

は
委
員
会
に
お
い
て
自
説
の
敗
北
を
認
め
た
の
で
あ
る
。
議
事
録
は
こ
の
点

に
関
し
て
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

　
「
同
委
員
会
の
一
般
報
告
は
私
（
ホ
…
ヘ
ン
ド
ル
プ
）
の
署
名
に
よ
っ
て

効
力
を
も
つ
で
あ
ろ
う
。
私
の
署
名
は
委
員
会
の
書
記
に
保
管
さ
れ
る
。
私

は
委
債
会
が
活
動
的
に
事
態
を
処
理
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
も
っ
と
も
よ
い

結
果
を
も
た
ら
す
こ
と
を
希
望
す
る
。
」
　
そ
し
て
彼
は
「
各
委
員
か
ら
祝
福

と
慰
労
の
言
葉
を
う
け
た
。
」

　
一
八
〇
三
年
一
月
、
憲
章
作
成
の
基
本
方
針
と
し
て
次
の
こ
と
が
決
定
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ρ

れ
た
。

　
「
改
善
の
根
拠
と
し
て
ジ
ャ
ワ
島
に
お
け
る
内
政
が
把
握
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
が
、
一
般
ジ
ャ
ワ
人
の
下
に
お
け
る
土
地
私
有
に
関
す
る
原
理
を

考
察
し
、
す
べ
て
の
賦
役
義
務
の
廃
止
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
は
不
適
当

で
あ
る
。
」

　
こ
の
決
定
は
憲
章
全
体
を
貫
く
基
本
線
と
な
る
。
勿
論
こ
の
基
本
線
は
ホ

ー
ヘ
ン
ド
ル
プ
の
容
認
し
う
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
は
な
い
が
、
議
事
録
か
ら

判
断
す
る
限
り
、
彼
は
こ
の
基
本
線
に
反
論
し
て
い
な
い
よ
う
で
訪
る
。
以

上
の
理
由
か
ら
同
憲
章
は
別
名
「
ネ
ー
ダ
ー
ブ
ル
フ
の
憲
章
」
と
呼
ば
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
。

　
「
海
事
・
植
民
地
委
員
会
」
は
懇
詰
的
な
表
現
で
一
八
〇
三
年
四
月
十
四

田
、
ホ
ー
ヘ
ン
ド
ル
プ
を
東
イ
ン
ド
総
督
の
地
位
に
就
任
さ
せ
る
こ
と
を
進

言
し
た
が
閣
議
は
こ
れ
を
拒
否
し
た
。

註①
踏
簿
≧
α
q
㊦
ヨ
8
昌
二
二
。
。
p
『
。
三
鑑
バ
タ
ビ
ヤ
政
庁
は
各
地
の
商
館
の
財
務
報

　
省
を
収
録
し
て
こ
れ
を
毎
年
一
回
本
国
に
送
付
す
る
義
務
を
負
っ
た
。
こ
れ
ら
の

　
書
類
は
A
。
R
・
A
に
保
存
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
全
部
で
一
八
○
○
米
に
達

　
す
る
鷹
大
な
量
で
あ
る
。
　
「
会
社
の
崩
壊
後
可
成
の
髭
の
資
料
が
失
わ
れ
た
。
　
一

　
八
四
〇
年
代
か
ら
こ
れ
ら
の
資
料
の
重
要
性
が
認
識
さ
れ
た
の
で
始
め
て
各
鉄
ご

　
と
に
整
理
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
」
と
元
館
長
の
鼠
．
》
．
蟹
竃
9
躍
巳
ぐ
図
o
o
ざ
－

　
誘
N
女
史
は
『
A
・
R
・
A
の
史
料
に
関
す
る
概
観
』
（
一
九
七
〇
年
）
の
中
で

　
の
べ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
東
イ
ン
ド
史
に
壊
す
る
根
本
資
料
で
あ
る
。
な
お
現
在

　
オ
ラ
ン
ダ
で
は
東
イ
ン
ド
に
関
す
る
研
究
を
志
す
若
い
学
者
は
い
な
い
。
東
イ
ソ

　
ド
研
究
の
伝
統
を
継
い
で
い
る
学
者
は
　
≦
．
勺
F
O
o
o
げ
器
ω
　
と
彼
の
後
継
者

　
の
ω
．
轟
く
p
銘
噺
醇
謎
く
巴
お
よ
び
墾
9
セ
b
d
⑦
ω
δ
増
の
み
で
あ
る
。
ラ
イ
デ

　
ソ
も
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
も
東
紙
ソ
ド
史
に
関
す
る
講
座
を
も
っ
て
い
な
い
。
ユ
ト

　
レ
ヒ
ト
大
学
の
み
が
学
燈
を
う
け
つ
い
で
い
る
（
拙
稿
「
ユ
ト
レ
ヒ
ト
留
学
記
」

　
『
爽
南
ア
史
学
会
会
報
陣
十
三
号
参
照
）
。

②
七
人
の
委
員
の
う
ち
五
人
の
経
歴
は
明
確
で
は
な
い
。
委
員
長
J
・
メ
ー
ル
マ

　
ソ
は
詩
人
で
あ
る
が
植
民
地
問
題
に
関
係
し
た
こ
と
は
な
い
。
r
F
・
O
・
J
ポ
ソ

　
ト
イ
は
商
人
で
あ
り
、
R
・
フ
ァ
ウ
テ
は
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
の
工
場
主
で
あ
り
、

　
W
・
シ
ス
は
西
印
度
評
議
会
の
秘
二
二
の
経
歴
を
も
つ
。
C
・
A
・
フ
ェ
ル
フ
ー

　
ル
は
東
イ
ン
ド
に
在
住
し
た
経
験
の
あ
る
海
軍
士
官
で
あ
る
。
彼
ら
は
と
も
に
保

　
守
的
傾
向
を
持
つ
人
物
で
、
特
に
フ
ェ
ル
フ
ー
ル
は
ホ
ー
ヘ
ソ
ド
ル
ブ
を
嫌
悪
し
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一八〇四年の「植民地憲章」について（田淵）

　
た
。

③
彼
の
罪
状
は
必
ず
し
も
明
か
で
は
な
い
。
第
【
に
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
自
説
の

　
主
張
の
た
め
に
バ
タ
ビ
ヤ
首
脳
者
達
を
文
欝
で
攻
撃
し
た
こ
と
、
第
二
に
バ
ン
ダ

　
島
、
ア
ソ
ボ
イ
ナ
島
が
イ
ギ
リ
ス
軍
に
占
領
さ
れ
た
時
、
防
衛
の
聖
域
を
果
た
さ

　
な
か
っ
た
現
地
指
揮
官
を
名
指
し
で
非
難
し
た
こ
と
、
第
三
に
オ
ラ
ソ
ニ
エ
家
が

　
イ
ギ
リ
ス
に
亡
命
し
た
こ
と
を
「
国
事
犯
」
と
し
て
批
判
し
た
こ
と
、
第
四
に
私

　
貿
易
を
中
国
人
と
結
託
し
て
運
営
し
た
こ
と
、
た
だ
し
こ
れ
は
蜜
時
の
会
社
役
人

　
の
常
識
で
あ
っ
た
、
な
ど
で
あ
る
。

④
O
■
回
。
冨
菩
三
ρ
¢
簿
。
ロ
動
け
響
く
舞
窯
g
醇
σ
ξ
讐
」
窯
翫
営
ぎ
9
魯

　
戸
◎
◎
㊤
N
畠
8
一
b
二
弓
℃
■
這
総
．

三

　
こ
の
憲
章
は
オ
ラ
ン
ダ
植
民
史
上
重
要
な
文
献
で
あ
る
ば
か
り
で
は
な
く
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
植
民
政
策
を
論
ず
る
場
合
に
も
重
要
で
あ
り
、
論
者
は
し
ば

し
ば
こ
れ
を
引
用
す
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
1
、
こ
の
憲
章
は
東
イ
ン
ド

の
行
政
機
構
に
関
す
る
限
り
、
そ
の
後
も
長
く
影
響
力
を
も
ち
「
行
政
法
規
」

影
。
σ
Q
⑦
用
言
σ
q
ω
屋
α
q
①
ざ
旨
⑦
暮
の
模
範
と
な
っ
た
こ
と
、
　
2
、
イ
ギ
リ
ス
の
植

民
地
統
治
方
式
と
比
較
す
る
場
合
に
必
要
な
文
献
で
あ
る
こ
と
、
3
、
ス
ペ

イ
ン
の
フ
ィ
リ
ッ
ピ
ン
に
お
け
る
強
制
的
な
栽
培
方
式
と
オ
ラ
ン
ダ
の
「
強

制
栽
培
制
度
」
O
巳
ε
缶
学
Q
Q
酔
9
G
。
9
を
比
較
す
る
場
合
に
必
要
な
こ
と
、
　
な

　
　
　
①

ど
で
あ
る
。

　
憲
章
の
内
容
を
要
約
す
れ
ば
次
の
欄
条
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
！
、
ジ
ャ
ワ
農
民
を
商
品
生
産
者
に
作
り
変
え
る
こ
と
は
オ
ラ
ン
ダ
の
置
、

か
れ
て
い
る
立
場
か
ら
考
え
て
不
可
能
で
あ
る
。
ベ
ン
ガ
ル
方
式
は
拒
否
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
②

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
2
、
土
侯
を
「
弟
」
と
し
て
鄭
重
に
取
扱
う
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
こ
れ

を
廃
止
す
る
こ
と
は
す
べ
て
の
植
民
地
行
政
を
破
壊
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
3
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
の
自
由
入
植
は
現
地
に
お
け
る
貢
納
制
度
と
相
反
す

る
た
め
、
で
き
る
限
り
こ
れ
を
禁
止
す
る
。
　
（
総
督
ク
」
ン
以
来
自
由
入
植

者
の
受
入
れ
問
題
は
屡
女
論
ぜ
ら
れ
、
一
七
四
〇
年
代
に
は
総
督
イ
ム
ホ
ッ

フ
に
よ
っ
て
唱
え
ら
れ
て
い
る
が
こ
の
憲
章
は
資
本
主
義
的
農
業
経
営
に
対

し
て
反
対
の
態
度
を
つ
ら
ぬ
い
て
い
る
）

　
4
、
政
庁
と
最
高
法
延
は
国
家
の
管
理
下
に
お
か
れ
る
。
総
督
は
東
ア
ジ

ア
領
土
に
お
い
て
は
強
力
な
権
限
を
も
つ
が
、
常
に
閣
議
の
指
令
に
従
い
、

「
ア
ジ
ア
領
土
評
議
会
」
の
助
言
を
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
　
（
こ
の
点
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

お
い
て
同
憲
章
は
旧
会
社
の
統
治
方
式
を
否
定
し
て
い
る
。
）

　
5
、
馬
料
、
胡
椒
、
コ
ー
ヒ
ー
を
除
い
て
、
自
由
貿
易
は
こ
の
憲
章
の
精

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

神
に
反
し
な
い
限
り
容
認
さ
れ
る
。

　
次
に
憲
章
の
前
文
の
概
略
と
本
論
考
に
必
要
な
範
囲
の
条
項
を
紹
介
す
る
。

ハ
ー
グ
、
　
一
八
〇
三
年
八
月
一
二
一
日

東
イ
ン
ド
問
題
委
員
会
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パ
タ
ビ
ヤ
共
和
国
閣
僚
会
議
あ
て
　
　
秘

　
市
民
諸
君
、
わ
れ
わ
れ
は
閣
議
の
命
令
に
し
た
が
っ
て
パ
タ
ビ
ャ
共
和
國

の
ア
ジ
ア
に
お
け
る
領
土
と
商
業
に
関
す
る
助
言
と
審
議
内
容
を
発
下
す
る
。

ま
つ
第
一
に
テ
レ
フ
ァ
ン
コ
ー
ル
（
イ
ン
ド
の
マ
ラ
パ
ル
海
岸
－
筆
者
註
）
の

土
侯
と
の
契
約
に
関
す
る
問
題
で
あ
る
。
同
契
約
に
よ
れ
ば
同
誌
侯
は
わ
れ

わ
れ
に
胡
椒
を
提
供
す
る
義
務
を
有
す
る
の
で
あ
る
が
現
在
で
は
彼
は
そ
の

義
務
を
怠
っ
て
い
る
。
イ
ン
ド
に
お
け
る
イ
ギ
リ
ス
の
勢
力
伸
長
の
結
果
、

わ
れ
わ
れ
は
契
約
の
効
力
と
影
響
力
を
失
っ
た
の
で
あ
る
。
イ
ギ
リ
ス
は
オ

ラ
ン
ダ
東
イ
ン
ド
会
社
の
勢
力
を
破
壊
し
た
た
め
、
わ
れ
わ
れ
は
同
地
に
お

い
て
尊
敬
を
う
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
。
現
在
で
は
戦
争
前
（
ア
ミ
ァ
ソ

和
約
ま
で
の
英
仏
抗
争
を
指
す
一
筆
就
園
）
　
よ
り
も
事
態
が
好
転
し
て
い
る
た

め
、
わ
れ
わ
れ
は
再
び
同
土
侯
と
協
定
を
結
び
、
輸
出
税
を
課
し
た
上
で
胡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

椒
の
自
由
貿
易
を
認
め
る
べ
き
で
あ
る
。
か
か
る
措
置
を
と
る
こ
と
に
よ
っ

て
同
地
に
お
け
る
胡
椒
生
産
を
増
大
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
ア
ミ
ア
ン
乎
和
協
定
に
よ
れ
ば
同
地
方
に
お
け
る
わ
が
領
土
は
返
還
さ
れ

る
の
で
あ
る
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
事
態
を
成
果
を
も
っ
て
決
着
づ
け
う
る
も

の
と
考
．
え
る
。

　
わ
れ
わ
れ
は
ベ
ン
ガ
ル
に
お
け
る
阿
片
と
硝
酸
取
引
に
注
目
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
こ
れ
ら
の
商
品
は
イ
ギ
リ
ス
人
の
自
由
裁
量
に
委
ね
ら
れ
、
わ

れ
わ
れ
は
彼
ら
の
作
る
割
当
量
に
満
足
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
一
七
八
八

年
以
来
、
ハ
ー
グ
で
イ
ギ
リ
ス
大
使
と
こ
れ
ら
の
商
贔
に
つ
い
て
協
議
を
重

ね
て
き
た
が
成
果
は
え
ら
れ
な
か
っ
た
。
し
か
し
わ
れ
わ
れ
は
事
態
に
対
し

て
悲
観
的
観
測
を
し
て
い
な
い
。
旧
会
社
の
作
っ
た
諸
協
定
が
再
び
効
力
を

発
揮
し
必
要
量
の
硝
酸
と
阿
片
が
入
手
さ
れ
る
時
が
く
る
と
思
わ
れ
る
か
ら

で
あ
る
。

　
次
に
東
イ
ン
ド
に
お
け
る
将
来
の
行
政
に
関
す
る
こ
と
を
述
べ
る
。
第
一

に
必
要
な
こ
と
は
、
新
政
庁
は
本
国
よ
り
派
遣
さ
れ
公
務
員
と
し
て
適
格
性

を
充
分
に
審
査
さ
れ
た
人
々
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
従

来
の
総
督
制
を
廃
し
て
、
参
議
に
よ
っ
て
任
命
さ
れ
た
総
督
を
派
遣
す
べ
き

で
あ
る
。
更
に
閣
議
に
よ
っ
て
任
命
さ
れ
た
イ
ン
ド
評
議
会
の
構
成
員
は
総

督
と
と
も
に
束
イ
ン
ド
の
最
高
統
治
機
関
を
樽
成
す
る
。
八
人
の
評
議
員
の

う
ち
三
人
は
本
国
か
ら
派
遣
さ
れ
る
。
彼
ら
は
財
務
局
と
内
務
監
督
局
を
そ

の
管
理
下
に
お
く
。

　
東
イ
ン
ド
最
高
層
々
の
全
判
事
は
更
迭
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
彼
ら
の
救

い
難
い
無
知
は
政
庁
に
対
す
る
根
深
い
忌
避
的
態
度
の
原
因
で
あ
る
。
ま
た

各
種
の
摩
擦
事
件
の
原
因
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
裁
判
所
の
公
的
権
威
を
失
墜

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

さ
せ
、
住
民
各
層
の
関
係
に
と
っ
て
不
可
欠
な
調
和
と
一
体
感
を
損
つ
た
。

　
旧
特
許
会
社
の
株
式
所
得
者
に
対
し
て
は
、
本
委
員
会
は
責
任
を
負
う
も

の
で
は
な
い
が
、
彼
ら
に
申
し
の
べ
た
い
こ
と
は
、
彼
ら
は
バ
タ
ビ
ヤ
国
民

に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
た
損
害
補
償
を
う
け
る
権
利
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
こ
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と
で
あ
る
。
閣
議
は
彼
ら
の
利
益
が
社
会
全
体
の
利
益
と
関
係
が
あ
る
と
い

う
観
点
か
ら
損
害
補
償
聞
題
を
検
討
し
て
い
る
。
や
が
て
旧
会
社
に
代
っ
て

確
乎
と
し
た
基
礎
を
も
つ
新
商
業
機
構
が
作
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る

故
に
、
こ
の
血
止
に
関
す
る
不
愉
快
な
論
議
は
有
利
な
期
待
に
変
わ
る
こ
と

で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
J
・
メ
ー
ル
マ
ソ

　
　
　
　
　
W
　
シ
ス

　
　
　
　
　
J
　
O
・
F
。
ポ
ソ
ト
イ

　
　
　
　
　
C
　
A
・
フ
ェ
ル
フ
…
ル

　
　
　
　
　
D
　
フ
ァ
ン
・
ホ
…
ヘ
ン
ド
ル
プ

　
　
　
　
　
S
C
・
ネ
ー
ダ
ー
ブ
ル
フ

　
　
　
　
　
R
・
フ
ァ
ウ
テ

　
　
　
　
　
委
隣
貝
ム
瓜
衆
削
記
官
［
　
マ
ー
ゼ
ル

　
第
五
条
（
東
イ
ン
ド
に
お
け
る
総
督
の
権
限
）
　
ア
ジ
ア
に
お
け
る
領
土
、

商
館
、
富
吏
所
在
地
に
関
す
る
最
高
行
政
権
は
パ
タ
ビ
ヤ
共
和
国
の
総
督
個

人
に
与
え
ら
れ
る
。
総
督
は
喜
望
峰
以
東
に
お
け
る
陸
海
軍
の
最
高
司
令
官

で
あ
る
。
各
人
は
階
級
の
如
何
に
拘
わ
ら
ず
総
督
を
尊
敬
し
そ
の
命
令
に
服

従
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
第
八
条
（
閣
議
の
権
限
）
　
現
職
総
督
の
地
位
に
空
席
の
生
じ
た
る
場
合

は
、
パ
タ
ビ
ャ
共
和
国
閣
議
の
決
定
に
よ
っ
て
補
充
さ
れ
る
。
ア
ジ
ア
領
土

評
議
会
は
総
督
職
に
空
席
の
生
じ
た
る
蚕
繭
こ
れ
を
閣
議
に
報
告
す
る
と
と

も
に
総
督
職
に
適
格
な
人
物
を
閣
議
に
提
案
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
空
席

補
充
に
関
し
閣
議
の
意
見
が
一
致
し
な
い
場
合
は
新
た
な
る
任
命
に
関
し
て

協
議
す
る
。

　
第
十
一
一
条
（
文
官
と
武
官
の
分
離
）
　
い
か
な
る
武
官
も
彼
が
在
職
中
に

お
い
て
イ
ン
ド
評
議
会
の
常
任
委
員
及
び
非
常
任
委
員
に
な
る
こ
と
、
お
よ

び
そ
の
委
員
候
補
に
な
る
こ
と
を
え
ず
。

　
第
三
六
条
（
総
督
職
の
制
限
）
　
総
督
は
閣
議
お
よ
び
閣
議
が
ア
ジ
ア
領

士
評
議
会
に
あ
て
た
指
令
に
服
従
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
そ
の
職

務
の
性
格
と
情
況
に
応
じ
て
閣
議
の
了
解
を
と
り
う
る
と
い
う
前
提
の
も
と

に
発
す
る
総
督
の
命
令
は
こ
の
限
り
に
あ
ら
ず
。
こ
の
場
合
、
総
督
は
個
人

的
責
任
を
負
う
べ
き
も
の
と
す
る
。

　
第
三
七
条
（
イ
ン
ド
評
議
会
）
イ
ン
ド
評
議
会
は
総
督
を
議
長
と
し
一
人

の
副
議
長
と
六
人
の
委
員
か
ら
構
成
さ
れ
る
。
電
要
事
項
は
同
委
員
会
に
出

席
す
る
総
督
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
、
ア
ジ
ア
領
土
評
議
会
に
よ
っ
て
承
認
決

定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

　
第
照
三
条
（
宮
吏
の
私
貿
易
禁
止
）
宮
吏
、
ま
た
は
そ
の
配
偶
者
、
．
子
女
、

雇
傭
人
の
犯
し
た
利
益
取
得
行
為
に
つ
い
て
は
、
薩
接
間
接
を
問
わ
ず
不
問

に
附
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
た
だ
し
価
値
の
少
な
い
臼
用
消
費
物
資
に
関
し
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て
は
こ
の
限
り
に
あ
ら
ず
。

　
第
㎎
四
条
（
官
吏
の
昇
進
）
．
　
い
か
な
る
官
吏
も
二
年
間
そ
の
地
位
に
勤

務
す
る
に
あ
ら
ざ
れ
ば
昇
進
す
る
こ
と
を
え
ず
。
特
殊
か
つ
重
要
な
る
場
合
、

本
国
よ
り
派
遣
さ
れ
る
宮
吏
に
対
し
て
三
等
書
記
官
の
地
位
を
与
え
る
こ
と

に
関
し
て
は
閣
議
は
こ
れ
に
容
済
せ
ず
。

　
第
四
五
条
（
官
吏
の
任
命
）
　
四
等
書
記
官
は
総
督
に
よ
り
先
決
的
に
任

命
さ
れ
る
。
三
等
書
記
官
は
ア
ジ
ア
領
土
評
議
会
の
承
認
を
経
て
総
督
と
イ

ン
ド
評
議
会
の
両
者
の
合
意
に
よ
っ
て
任
命
さ
れ
る
。
二
等
下
記
官
は
イ
ン

ド
評
議
会
の
意
志
を
う
け
た
総
督
の
推
せ
ん
理
由
を
え
て
ア
ジ
ア
領
土
評
議

会
に
よ
っ
て
任
命
さ
れ
る
。
～
等
書
記
官
は
ア
ジ
ア
領
土
評
議
会
の
慎
重
な

る
審
議
の
後
、
閣
議
に
よ
っ
て
任
命
さ
れ
る
。
呈
示
書
記
官
は
最
低
二
年
間
、

東
イ
ン
ド
に
お
い
て
勤
務
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
第
五
六
条
（
土
地
私
有
制
の
原
理
の
否
定
）
　
一
般
ジ
ャ
ワ
農
概
に
対
す

る
土
地
私
有
制
の
原
理
の
実
施
及
び
賦
役
義
務
の
廃
止
は
現
状
に
お
い
て
は
、

ジ
ャ
ワ
島
内
政
上
の
見
地
か
ら
不
可
能
で
あ
る
。
　
（
土
侯
の
処
遇
）
　
現
地

土
侯
に
関
し
て
は
充
分
な
る
配
慮
が
払
わ
れ
適
切
な
る
措
置
が
と
ら
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
東
イ
ン
ド
に
お
け
る
パ
タ
ビ
ヤ
共
和
国
の
領
土
に

お
け
る
一
般
農
民
の
生
活
現
状
を
改
善
し
そ
の
財
産
を
保
護
す
る
た
め
の
措

置
で
あ
り
、
同
時
に
す
べ
て
の
不
条
理
に
し
て
恣
意
な
る
諜
税
を
撤
廃
す
る

た
め
の
も
の
で
あ
り
、
か
つ
可
能
な
限
り
農
業
を
奨
励
し
て
こ
れ
を
拡
大
す

る
た
め
の
も
の
で
あ
る
。

　
第
五
七
条
（
自
由
業
糖
の
制
限
）
　
バ
タ
ビ
ヤ
高
地
地
帯
に
お
け
る
牧
畜

事
業
は
土
地
私
有
者
に
よ
っ
て
推
進
さ
れ
拡
大
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
。

か
か
る
行
為
は
一
般
農
民
の
不
利
益
と
困
窮
に
つ
ら
な
り
、
ま
た
必
要
な
る

土
地
生
産
物
の
栽
培
に
つ
い
て
人
々
に
偏
見
を
あ
た
え
る
も
の
で
あ
る
。
、

　
第
五
八
条
（
総
督
と
法
延
と
の
関
係
）
　
緊
急
の
場
合
、
ま
た
訴
訟
手
続

の
進
行
が
事
態
全
体
か
ら
み
て
危
険
と
判
断
さ
れ
た
場
合
ぱ
総
督
は
訴
訟
手

続
に
関
し
て
一
時
的
な
先
決
権
を
有
す
る
。
た
だ
し
こ
の
場
合
、
総
督
は
法

延
の
審
議
内
容
と
報
告
書
を
入
手
し
た
後
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
第
七
五
条
（
本
国
の
国
家
法
延
へ
の
控
訴
）
　
国
家
法
延
に
対
し
て
控
訴

さ
れ
た
事
件
に
関
し
て
は
、
同
法
延
は
東
イ
ン
ド
最
高
法
延
の
報
告
を
求
め

る
こ
と
が
で
き
る
。
国
家
法
延
が
控
訴
さ
れ
た
事
件
に
関
し
て
閣
議
に
報
告

す
る
こ
と
は
望
ま
し
い
こ
と
で
あ
る
。

　
第
七
七
条
（
東
イ
ン
ド
最
高
法
延
長
官
の
任
命
）
　
長
官
は
閣
議
に
お
い

て
三
人
の
指
名
に
よ
っ
て
任
命
さ
れ
国
家
法
廷
に
よ
っ
て
認
証
さ
れ
る
。

　
第
八
四
条
（
弁
護
士
の
資
格
）
　
弁
護
土
は
二
五
歳
以
上
の
男
子
に
し
て
、

バ
タ
ビ
ヤ
共
和
国
禺
生
の
も
の
か
、
現
地
に
お
い
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
系
の
両
親

か
ら
出
生
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
弁
護
士
は
少
な
く
と
も
五
年

問
一
つ
ま
た
は
そ
れ
以
上
の
国
立
大
学
に
お
い
て
法
律
に
関
す
る
訓
練
を
受

け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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第
八
五
条
（
弁
護
士
の
任
命
権
者
）
　
弁
護
士
は
閣
議
に
よ
っ
て
任
命
さ

れ
る
。
欠
員
の
場
合
は
総
督
の
指
名
に
よ
り
補
充
さ
れ
東
イ
ン
ド
最
高
法
廷

に
よ
っ
て
認
証
さ
れ
る
。

　
第
八
九
条
（
バ
タ
ビ
ャ
市
場
の
保
護
）
　
閣
議
及
び
国
家
会
計
院
の
意
志

に
沿
い
各
種
内
貸
が
可
能
な
限
り
パ
タ
ビ
ャ
市
場
に
集
積
さ
れ
る
よ
う
配
慮

さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

　
第
九
㌘
粂
（
商
業
活
動
の
自
曲
の
承
認
）
　
商
業
活
動
に
お
い
て
自
由
に

し
て
無
制
限
な
行
為
を
と
る
こ
と
は
、
そ
れ
が
本
憲
章
お
よ
び
特
殊
の
条
件

に
よ
っ
て
制
限
を
う
け
な
い
限
り
、
商
人
に
と
っ
て
自
由
で
あ
る
。
パ
タ
ビ

ヤ
に
お
け
る
商
業
活
動
を
維
持
す
る
こ
と
は
東
イ
ン
ド
政
庁
の
義
務
で
あ
る
。

　
第
九
九
条
（
自
歯
貿
易
の
例
外
）
香
料
、
コ
ー
ヒ
ー
、
胡
椒
、
阿
片
を
除

い
て
、
土
民
の
耕
作
の
膚
由
は
認
め
ら
れ
る
。
た
だ
し
従
来
の
割
当
鵬
荷
鰯

度
と
強
調
出
荷
制
度
は
何
ら
変
更
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。

註①
Ω
ぞ
。
O
遷
噛
§
馬
慧
ミ
機
§
靴
畠
【
凶
ミ
馬
ミ
無
ミ
帖
§
ミ
ミ
偽
b
ミ
き
譜
》
ミ
ー

　
H
Φ
①
伊
唱
■
ω
ω
8
　
こ
の
本
は
葭
葉
潜
と
し
♂
、
J
・
s
・
フ
ァ
ー
嵩
フ
ァ
ル
の
『
蘭

　
傾
東
イ
ン
ド
史
』
一
㊤
ω
ρ
　
と
と
も
に
最
適
で
あ
り
必
読
の
書
で
あ
る
。

②
　

「
現
地
農
民
は
隔
貴
本
家
的
経
営
の
下
に
お
か
れ
る
よ
り
も
、
家
父
長
約
専
制
下

　
に
お
か
れ
る
方
が
よ
り
幸
福
で
あ
る
」
と
い
う
考
え
は
長
く
そ
の
後
が
ジ
ャ
ワ
行

　
政
を
支
配
し
た
意
見
で
あ
る
。
（
Ω
剛
く
㊦
O
欝
ざ
き
ミ
．
唱
や
ら
Q
ω
⑩
）

③
会
社
に
は
一
種
の
「
独
立
国
し
と
し
て
東
イ
ン
ド
に
お
け
る
統
治
権
と
軍
築
権

　
が
与
え
ら
れ
て
い
た
。
本
憲
章
は
始
め
て
旧
会
社
の
領
土
と
諸
特
権
を
国
家
の
管

　
理
下
に
お
い
た
の
で
あ
る
。
ホ
ー
ヘ
ソ
ド
ル
プ
は
一
七
九
一
年
の
書
簡
で
こ
の
こ

　
と
を
提
唱
し
て
い
る
。
こ
の
点
に
お
い
て
彼
の
意
見
は
憲
章
の
中
に
と
り
入
れ
ら

　
れ
た
と
考
え
て
も
よ
い
。
」
・
A
・
シ
レ
ム
は
ホ
ー
ヘ
ソ
ド
ル
プ
が
指
灘
し
た
た

　
め
だ
と
言
っ
て
い
る
が
こ
れ
は
不
公
平
な
解
釈
で
あ
る
。
バ
タ
ビ
ヤ
共
和
騒
の
成

　
立
が
こ
の
精
神
を
憲
章
に
あ
た
え
た
と
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

④
本
憲
草
は
旧
会
社
の
独
占
専
売
欄
を
否
定
し
膨
由
貿
易
の
方
向
に
一
歩
踏
み
こ

　
ん
で
い
る
。
ホ
ー
ヘ
ソ
ド
ル
プ
の
自
由
貿
易
論
は
ジ
ャ
ワ
農
工
の
小
農
的
生
産
の

　
上
に
立
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
こ
の
憲
章
の
「
自
由
貿
易
」
は
自
由
貿
易
論
者
の

　
主
張
す
る
自
歯
貿
易
で
は
な
い
。

⑤
三
宝
は
旧
会
社
の
璽
要
な
独
占
商
品
で
あ
っ
た
が
、
イ
ギ
リ
ス
が
モ
ル
ッ
カ
群

　
島
を
占
領
し
た
と
き
こ
れ
を
イ
ン
ド
に
移
植
し
た
。
憲
章
は
翠
微
の
鋸
歯
貿
易
を

　
み
と
め
て
い
な
い
が
、
イ
ン
ド
に
お
い
て
は
や
む
を
得
ず
イ
ギ
リ
ス
と
の
競
争
上

　
特
例
と
し
て
認
め
た
と
考
え
ら
れ
る
。

⑥
東
イ
ン
ド
に
お
い
て
も
啓
蒙
思
懇
と
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
勃
発
に
影
響
を
う
け
た

　
い
わ
ゆ
る
「
バ
タ
ビ
ヤ
・
ジ
ャ
コ
バ
ソ
」
派
｝
僧
o
o
三
際
2
口
盆
b
さ
纂
ρ
ぐ
貯
が
い

　
た
。
ホ
ー
ヘ
ソ
ド
ル
プ
も
そ
の
う
ち
の
一
人
で
あ
る
。
ネ
ー
ダ
ー
ブ
ル
フ
は
こ
れ

　
ら
の
一
派
を
非
難
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
（
タ
、
・
℃
F
O
o
巳
9
霧
廟
邑
ミ
㌦
§
ミ

　
騎
ミ
q
曼
ミ
無
ミ
駐
ミ
b
阿
§
神
亀
㍉
§
軌
ミ
ミ
ミ
。
津
一
Φ
O
ρ
噴
。
。
b
。
辱
）

⑦
東
イ
ン
ド
に
赴
く
役
人
達
の
大
半
は
私
貿
易
を
通
じ
て
財
産
を
つ
く
る
こ
と
を

　
意
園
し
て
い
た
。
会
社
は
度
々
泓
貿
易
禁
止
の
布
令
を
出
し
た
が
そ
の
効
果
は
な

　
か
っ
た
。
ホ
ー
ヘ
ソ
ド
ル
プ
の
東
イ
ン
ド
行
の
動
機
の
一
つ
も
こ
の
点
に
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
（
兵
庫
県
立
有
罵
高
等
学
校
教
諭
・
神
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Eleuthes（〈O16t）des　Tsing，　qu’on　preエ1ait　poul”synonime　des　‘‘quatre

Oirat”，　semblent　atre　｝e　surnom　des　Khogv－it，　ott　plus　exactement　celui

de　la　famille　princiere　de　cette　tribu　a　son　apog6e．　Le　“Royaume　des

Eleuthes”　devait　pr6c6der　donc　le　“Royaume　des　Djounghar”．

Discourse　on　TrafHc　by　Lewes　Roberts

　　　　　　　and　the　Navigation　Act

By　Minoru　Asada

　　The　age　between　the　econoiinic　depression　in　1620’s　and　the　Puritan

Revolution　was　a　harsh　time　even　for　the　London　merchap．　ts，’　the　elite

class　of　business　circles　in　England．　ln　this　environment　Lewes　Roberts，

on　whom　1　wil！　now　discuss，　was　a　trade　merchant　who　could　design　a

plan　to　find　the　way　out　of　the　depression　by　advocating　the　Dutch

type　entrep6t　trade．　Though　some　researches　have　been　made　on　Roberts，

1　am　afraid　that　he　has　been　regarded　as　a　so－ca！led　semi－feudal　merchant

or　an　adherent　mercantilist　on　the　grotmd　that　he　was　an　advocator　of

entrep6t　trade．

　　However，　when　we・　consider　the　situation　ef　the　Eng1ish　trade　in　the

international　arena　in　that　period，　or　when　we　further　consider　it　iR　the

contect　of　the　Navigatioエ1　Act　of　Cromwell，　we　find　that　it　destined　the

way　of　the　cqmmercial　expansion　and　the　economic　growth　of　England．

Therefore　we　feel　it　necessary　to　make　a　reconsideration　on　his　discourse．

　　In　this　article　1　shali　investigate　Roberts’　dlscourse　on　trathc　in　con－

nection　with　some　data　that　suggest　the　formation　of　the　Navigation　Act．

The　“Charter　of　1804”

The　colonial　policy　after　the　fall　of

　　　　　　　the　Dutch　East　lndia　Company

By　Y．　Tabuchi

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヒ
　　After　the　fall　of　the　Dutch　East　India　Compally，．there　were　two　trends

concerning　how　to　govξrn　the　territories，　one　of　which　was　the‘‘indirect
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adininistration”，　which　had　been　maintained　by　the　old　Company．　The

Cornpany　was　a　sovereign　power　as　a　supreme　landlord　in　Java，　govern－

ing　the　petty　princes　through　the　“forced　deiivery　system”　and　the

“forced　labour　system”．　This　is　a　feudalistic　way．　．　’

　　Another　way　was　the　“direct　administration”　which　was　offered　by

Dirk　van　Hogendorp，　who　intended　to　introduce　the　method　of　the

“private　land－property　system”，　liquidating　the　power　of　the　native

princes　after　the　model　of　the　English　in　Bengal．　E［e　had　an　idea　of

connecting　the　Japanese　farmers　directly　with　the　Dutch　national　sover－

eign　through　the　land－i”ent．　This　is　a　capitalistic　way．

　　These　two　trends　confronted　against　each　other　in　the　course　of

consideration　of　establishing　the　new　“　Charter　of　1804”．　They　came　to

a　conclusion　that　the　ctirect　administration　should　not　be　accepted，　because

the　abolishment’　of　the　control　of　the　native　princes　was　to　be　dangerous

to　cause　on　enternal　disorder．　lt　seemed　to　be　difficult　for　the　Batavian

Republic　to　accept　the　direct　administration，　because　of　the　inability　of

supplying　products　of　the　Netherlands　to　her　territories．

　　However，　Van　Hogendorp’s　proposal　played　a　significant　role　in　the

Dntch　colonial　policy　after　that．
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